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◉国民健康保険（国保）の届け出
 被保険者証とは？
被保険者証 (保険証 )は、錦江町の国民健康保険（国保）に加入していることを証明するものです。
国保に加入する方、脱退する方、保険証の記載内容に変更がある方は 14日以内に手続きを行う必要
があります。

 国保の加入手続きが必要な要件
・錦江町へ転入してきた時（引っ越しなど）　　　
・子供が生まれた時　
・職場の健康保険をやめた時（退職など）　　　　
・生活保護を受けなくなった時
・職場の健康保険の被扶養者でなくなった時　　　　　　

　※加入する届け出が遅れると、加入すべき日に遡って保険料が発生し支払っていただくことになる上、　
　罰則が科せられる場合もあります。また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。

 国保の脱退手続きが必要な要件

健康保険課からのお知らせ

・錦江町から転出する時（引っ越しなど）　　　　
・国保加入者が死亡した時
・職場の健康保険に加入した時（転職など）　　　
・生活保護を受けるようになった時
・職場の健康保険の被扶養者になった時　
　※脱退手続きが遅れると保険料の減額や還付ができないことがあります。また、罰則が科せられる
　場合もあります。
　※国保の資格がなくなったときは錦江町の保険証は使用できません。新しい健康保険加入後に国民
　健康保険証を使って受診した場合は、医療費の返還手続き (錦江町が負担した医療費の支払い )が
　必要になります。

・錦江町内で転居した時　　　　　　　　　　　　　　　　　・氏名が変わった時
・世帯を分けたり、一緒にした時　　　　　　　　　　　　　・世帯主が変わった時
・国保世帯にいる方が、修学のため町外に住所を定める時　　・保険証を紛失した時
・保険証が汚れて使えなくなった時　　　　　　　　　　　　

 加入・脱退以外で手続きが必要な要件

◉届け出先　本庁　健康保険課　☎ 22-3041
　　　　　   支所　住民生活課　☎ 25-2511

相相続続登登記記がが義義務務化化さされれるる制制度度はは、、令令和和６６年年４４月月１１日日かからら
ススタターートトししまますす。。新新ししいい制制度度でではは、、正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、
不不動動産産のの相相続続をを知知っっててかからら33年年以以内内 にに相相続続登登記記のの
申申請請ををししなないいとと、、1100万万円円以以下下のの過過料料がが課課さされれるる可可能能性性がが
あありりまますす。。

法法定定相相続続人人がが誰誰ででああるるかかをを証証明明すするる制制度度でですす。。手手数数料料はは無無料料でで必必要要
なな通通数数をを交交付付ししまますす。。相相続続手手続続ががいいくくつつももああるる場場合合ににおお勧勧めめでですす。。
手手続続がが同同時時にに進進めめらられれまますす。。
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おお電電話話ででのの詳詳ししいいおお問問合合せせはは
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民民事事基基本本法法制制のの見見直直しし
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